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建築物等清掃業務特記仕様書 

 

第１ 業 務 概 要 

１ 業 務 名：   戸坂取水場外庁舎その他清掃業務             

 

２ 履行場所：  広島市東区戸坂惣田一丁目12番１号外１か所                              

 

３ 履行期間：令和  ８ 年  ４  月  １  日から令和  11  年 ３ 月 31  日まで 

 

４ 業務仕様 

(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務

共通仕様書(令和５年版)（以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。 

(2) 業務仕様書（特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書）に定めがない事項は、施設 

管理担当者と協議する。 

(3) 本特記仕様書の表記 

① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用とする。 

② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。 

③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 

④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。 

⑤ ・印しかない項目は、適用しない。 

また、各項目に付記した【   】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 

例：【Ⅰ1.2.3】第１編1.2.3に該当する項目。 

(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場

合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。 

(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。ま

た、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に

関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。 

 

５ 対象業務 

 本業務の対象業務及び範囲は以下の通りとする。 

(1)本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。 

○・ 日常清掃業務   ：対象部位は、別紙｢清掃面積等調書｣及び別図「清掃図面」による。 

○・ 定期清掃業務   ：対象部位は、別紙｢清掃面積等調書｣及び別図「清掃図面」による。 

○・ 窓ガラス清掃業務 ：対象部位は、別紙｢清掃面積等調書｣及び別図「清掃図面」による。 

○・ 外部建具清掃業務 ：対象部位は、別紙｢清掃面積等調書｣及び別図「清掃図面」による。 

・ 外壁清掃業務   ：対象部位は、別紙｢清掃面積等調書｣及び別図「清掃図面」による。 

・ 建物周囲清掃業務 ：対象部位は、別紙｢清掃面積等調書｣及び別図「清掃図面」による。 

 

 

第２ 一 般 共 通 事 項 

 

１ 一般事項 

(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】 

業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担  

※なし     ・有り（・電気   ・ガス   ・水道    ・             ） 

(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】 

業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。 

○・ 清掃作業実施報告書（様式－１）   
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※その他 施設管理者の承諾するもの 

(3) 守秘義務 

本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様と

する。 

(4) 著作権その他 

著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている清掃方法等の使用に関しては、その費用

負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 

(5) 業務の再委託 

軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。 

・                                 

(6)注意事項 

ア 受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事するものであることを明確にするこ

と。 

イ 作業実施にあたっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないように十分注意する

こと。 

ウ 清掃作業完了後であっても、施設管理担当者から汚れた箇所がある等の連絡があった場合は、

施設管理担当者の指示に従い迅速に対応すること。 

エ 本業務の実施に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律

第65号）第10条第１項に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島県職員対応要

領」（平成28年２月９日総務局長通知（平成28年４月１日施行））第４条に規定する合理的配慮

について留意すること。 

 

２ 業務関係図書 

(1) 業務計画書等 

次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。 

※業務計画書【Ⅰ1.2.1】 

※作業計画書【Ⅰ1.2.2】  

※清掃資機材一覧表（洗剤・薬剤類を含む） 

 

(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】 

次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。 

※施設管理担当者との打合せ記録簿   ・作業手順書      ・自主点検記録簿   

・作業日報        ※作業報告書（清掃作業報告書）       ・           

 

３ 業務現場管理 

(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】 

本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証

(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。

（業務責任者は業務担当者を兼任できる。） 

なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 

(2) 資格者の選任 

業務責任者には、次の資格等を有する者を配置する。 

・ 清掃作業監督者 ○・ ビルクリーニング技能士（○・１級または２級 ・３級 ) 

○・ 高架水槽清掃業務に必要なもの（受水槽清掃業務担当者） 

(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】 

ア 日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施時間は次のとおりとする。 

なお、日常清掃の実施日は火曜日及び金曜日を基本とし、回数については、３年で３０６回 

（令和８年度１００回，令和９年度１０３回，令和10年度１０３回）とする。 

平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く)) 

 ８時 30分～ 17時 15分(昼間) 

  時  分～  時  分(夜間) 

休日(閉庁日:土･日曜日及び祝祭日、年末年始( 12月  日～ 1月  日)) 

  時  分～  時  分(昼間) 
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  時  分～  時  分(夜間) 

イ 定期清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は次のとおりとする。 

なお、実施日は施設管理担当者と協議する。 

平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く))  

 ８時 30分～ 17時 15分(昼間) 

  時  分～  時  分(夜間) 

休日(閉庁日:土･日曜日及び祝祭日、年末年始( 12月  日～ 1月  日)) 

  時  分～  時  分(昼間) 

  時  分～  時  分(夜間) 

 

４ 業務の実施 

(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】 

本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証

(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 

なお、受注者は、業務担当者の技術、技能の向上を図るため、定期的に研修を実施するものと

する。 

(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】 

・有り（                ） ・なし 

(3) 行事等への立会い  【Ⅰ1.4.5】 

 ・有り（                ） ・なし 

(4) 業務の報告等 【Ⅰ1.4.7】 

報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 

・作業日報  翌日  時まで(翌日が休日の場合、休日明け) 

○・作業報告書 翌月の ７日まで 

(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】 

   ・グリーン購入方針の適用： 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて

策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当

する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満

たすものとする。 

(6) 衛生消耗品【Ⅳ1.1.5】 

   ○・支給品とする  ・ 受注者が購入する 

(7) 感染防止対策の什器備品の拭き及び消毒作業【Ⅳ1.1.4】 

   ・有り（             ）  ・なし 

５ 業務に伴う廃棄物の処理等 

(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】 

① 廃棄物の集積場所  ○・管理棟１階玄関ホール階段下 ・別図  による。・現場説明書による。 

 

６ 自主点検【Ⅳ1.1.10】 

当該業務の履行期間中3ヶ月毎に1回、施設管理担当者の指示する時期に、「清掃様式3」により

自主検査を行う。また、自主検査終了後1週間以内に「清掃様式3-1」、「清掃様式10」とともに施

設管理担当者に提出する。 

 

７ 建物内施設等の利用 

(1) 居室等の利用   【Ⅰ2.1.1】 

・別図  による。 ・現場説明書による。 

(2) 駐車場の利用   【Ⅰ2.1.3】 

・別図  による。 ・現場説明書による。  

○・利用可能（戸坂取水場内及び温品浄水場内）。  

 

８ 作業用仮設物及び持込資機材等      

(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】【Ⅳ1.1.4】 

・別図  による。 ・現場説明書による。 

(2) 持込資機材等の保管場所【Ⅳ1.1.11】 
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・別図  による。 ・現場説明書による。 

 

 

第３ 特 記 事 項 

 

本業務の特記事項は以下による。 

 

１ 作業の特記事項 

 (1)弾性床の表面洗浄周期【Ⅳ2.1.1】 

 各室の表面洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。 

  （○・玄関ホール 年 2 回 ○・事務室（温品浄水場のみ） 年 1 回 ○・会議室 年 2 回 

○・廊下及びエレベーターホール 年 2 回 ○・湯沸室（温品浄水場のみ） 年 2 回 ○・便所及び洗

面所 年 2 回 ・エレベーターかご内 年   回 ○・階 段 年 2 回 ・食 堂 年 回） 

  （年１回の場合は12月，年２回の場合は６月と12月を実施時期の目安とする） 

(2)弾性床表面洗浄の樹脂床維持剤塗布回数【Ⅳ2.1.1】 

   ○・ 表面洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は  １ 回とする。 

(3)硬質床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.2】 

 各室の剥離洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。 

（・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール 

年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年   

回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回） 

(4)繊維床のしみ取り【Ⅳ2.1.3】 

  繊維床のしみ取りは、しみの種類により次の方法で実施する。 

   ・ 水又はベンジンによる方法      ・ しみ取り剤による方法 

   ・ 簡易な器具による方法        ・ 吸い取る方法 

(5)繊維床のスポットクリーニング【Ⅳ2.1.3】 

 繊維床のスポットクリーニングは、次の方法で実施する。 

  ・ バフィングパッド方式        ・ パウダー方式 

(6)繊維床の全面クリーニングは、次の方法で実施する。【Ⅳ2.1.3】 

  ・ スクラバー方式           ・ ローラーブラシ(ドライフォーム)方式 

  ・ エクストラクター方式        ・ スチーム方式  ・         

(7) 木製床の清掃 【Ⅳ2.1.4】 

   ・工場塗装の木製床（ ※ 実施する  ・ しない ） 

   次の作業項目を実施する 

   ・補 修（スプレーバフィング） 床保護剤（ ・ 有  ・ 無） 

   ・洗 浄（固く絞ったモップ拭き） 

(8)外部建具及び窓ガラスの著しい汚れのある場合の洗浄周期【Ⅳ3.2.2】 

  ○・アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製 年 １ 回（実施時期の目安は11月とする） 

(9)外壁の洗浄周期【Ⅳ3.3.3】 

  ・アルミニウム製及びステンレス製 年   回 

  ・タイル張り、石張り及びコンクリート打放し 年   回 

(10)受水槽の点検及び清掃 年 １ 回 （温品浄水場のみ） 
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  ○・業務のため必要な水は支給する。 

  ○・水槽を清掃するために必要な水道局への手続きは本清掃受託者が代行し、そのために必要 

な費用は本委託費に含むものとする。 

(11) 受水槽清掃後の水質検査（温品浄水場のみ） 

  ○・水質検査２ 

受水槽清掃後に１回、施設管理担当者の指示する給水栓から採水し、水質基準に関する省令 

（平成１５年厚生労働省令第１０１号）に定める次表の項目（水質検査２）について検査 

すること。 

検査項目表（水質検査２） 

水質検査２ 

表番 項      目 採水期日等 

１ 

２ 

９ 

１１ 

３８ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

一般細菌類 

大腸菌 

亜硝酸態窒素 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

塩化物イオン 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 

ｐＨ値 

味 

臭気 

色度 

濁度 

 

 

受水槽清掃後 

６ 

３２ 

３４ 

３５ 

鉛及びその化合物 

亜鉛及びその化合物 

鉄及びその化合物 

銅及びその化合物 

４０ 蒸発残留物 

(12) 小型給水ポンプユニットの点検 年 １ 回（温品浄水場のみ） 

  ○・基礎、固定部、外観の状況、電動機、制御機器、圧力タンク、圧力計について点検し、 

運転調整を行う。 

(13) 支給材料等 

   ア 次の材料等は、支給品を使用する。 

   ○・ 衛生消耗品  ○・ ゴミ袋  ・ ゴミ集積用具  ・ （        ） 

   イ 次の用具等は、貸与する。 

   ・ ゴミ運搬用具  ・ （       ） 

(14) 衛生消耗品の仕様の指定 

  ○・衛生消耗品は発注者の負担とする。 

  ・衛生消耗品は受注者の負担とする。 

   ①トイレットペーパーは、古紙パルプ配合率100％のものを使用するものとする。 

   ②洗面所の手洗い洗剤として石鹸液又は石鹸を使用する場合は、廃油又は動植物油脂を原料

としたものを使用するものとする。 



自主検査チェックシート(清掃)／各室別 清掃様式３
【受注者用】

自主検査日：　　　　　年　　　月　　　日／記入者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 No.1

2 1 0

1 玄関ホール 床(弾性床) ほこり、汚れ
①歩行動線は目立たないか
②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

除塵
部分水拭
表面洗浄

１／日
２／日
１／月

床(硬質床) ほこり、汚れ
①歩行動線は目立たないか
②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③滑りはないか

除塵
部分水拭

洗浄

１／日
２／日
１／月

壁
ほこり、手垢類
の汚れ

①スイッチ回り等の手垢汚れは目立たないか
②高所部分のほこりの付着は目立たないか
③低所部分の汚れの付着は目立たないか

部分拭き
除塵

２／月
１／月

フロアマット 汚れ
①土砂等による目詰まりはないか
②汚れの付着はないか
③マット下部の床に汚れ・汚水はないか

除塵
洗浄

１／日
１／月

扉ガラス 手垢類の汚れ
①把手回りに手垢汚れはないか
②ドア下部の金属の汚れはないか
③ドア周囲にほこりの付着はないか

部分拭き
全面洗浄

１／日
１／月

什器備品 ほこり、汚れ ①什器類のほこり・汚れは目立たないか
除塵
拭き

１／日
１／月

ごみ箱 ごみ、汚れ
①内容物はあふれていないか
②容器に汚れはないか
③容器周辺の床汚れはないか

ごみ収集 １／日

金属部分
ほこり、手垢類
の汚れ、光沢

①ほこりはないか
②手垢汚れは目立たないか
③艶はあるか

除塵 １／日

2 事務室 床(弾性床) ほこり、汚れ
①歩行動線は目立たないか
②幅木側・机下部にほこりは目立たないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

除塵
部分水拭
表面洗浄

１／日
１／日
１／月

床(繊維床)
ほこり、汚れ、し
み

①歩行動線は目立たないか
②幅木側・机下部にほこりは目立たないか
③シミは目立たないか

除塵
洗浄

１／日
１／年

ごみ箱 ごみ、汚れ
①内容物は定期的に回収されているか
②ごみ容器の汚れは見苦しくないか

ごみ収集 １／日

標準
周期

検査項目 検査内容検査大区分 検査のチェックポイント
評価

備 考 関連作業項目



清掃様式３
【受注者用】

No.2

2 1 0

3 会議室 床(弾性床) ほこり、汚れ
①歩行動線は目立たないか
②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

除塵
部分水拭
表面洗浄

１／日
１／日
１／月

床(繊維床)
ほこり、汚れ、し
み

①歩行動線は目立たないか
②幅木側・机下部にほこりは目立たないか
③シミは目立たないか

除塵
洗浄

１／日
１／年

4
廊下・ｴﾚﾍﾞｰ
ﾀｰﾎｰﾙ

床(弾性床) ほこり、汚れ
①歩行動線は目立たないか
②幅木側・机下部にほこり・汚れの堆積はないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

除塵
部分水拭
表面洗浄

１／日
１／日
１／月

床(硬質床) ほこり、汚れ
①歩行動線は目立たないか
②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③滑りはないか

除塵
部分水拭

洗浄

１／日
１／日
１／月

床(繊維床)
ほこり、汚れ、し
み

①歩行動線は目立たないか
②幅木側・隅々にほこり・汚れは目立たないか
③シミは目立たないか

除塵
洗浄

１／日
１／年

壁
ほこり、手垢類の
汚れ

①スイッチ回り等の手垢汚れは目立たないか
②高所部分のほこりの付着は目立たないか
③低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか

部分拭き
除塵

２／月
１／月

ごみ箱 ごみ、汚れ
①内容物はあふれていないか
②容器に汚れはないか
③容器周辺の床の汚れはないか

ごみ収集 １／日

5 便所・洗面所 床(弾性床) ほこり、汚れ
①小便器下（特に手前小便器下）に汚れはないか
②隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

除塵
全面(部分)水拭

表面洗浄

１／日
２／日
１／月

床(硬質床) ほこり、汚れ
①小便器下（特に手前小便器下）に汚れはないか
②隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③目地に汚れの堆積はないか

除塵
全面(部分)水拭

洗浄

１／日
２／日
１／月

壁 汚れ、水はね
①洗面器側壁面の汚れは目立たないか
②大便器ブース内壁面は目立たないか
③小便器上部の壁面にほこりはないか

部分拭き
除塵

２／月
１／月

扉及び
便所へだて

ほこり、手垢類の
汚れ

①ブース内外のノブ回りに手垢汚れはないか
②扉下部に汚れはないか
③扉周囲にほこりはないか

部分拭き １／日

ごみ箱 ごみ、汚れ
①内容物はあふれていないか
②容器に汚れはないか
③容器周辺の床の汚れはないか

ごみ収集 １／日

関連作業項目
標準
周期

検査大区分 検査項目 検査内容 検査のチェックポイント
評価

備 考



清掃様式３
【受注者用】

No.3

2 1 0

5 便所・洗面所 洗面台 汚れ、つまり
①洗面器は汚れの付着がなく光沢はあるか
②洗面台は水垢汚れ等がなく清潔か
③洗面台下部戸棚の汚れはないか

拭き ２／日

鏡
汚れ、水はね、
くもり

①上部にくもり部分はないか
②下部に水滴汚れはないか
③ほこりの付着はないか

拭き ２／日

小便器
汚れ、つまり、尿
石

①金属部分回りにほこりはないか
②衛生陶器の上面・内面・裏面に汚れの堆積はないか
③目皿に汚れの堆積はないか

洗浄 ２／日

大便器（和式） 汚れ、つまり
①衛生陶器内面に汚れの堆積はないか
②封水部分に汚れの堆積はないか
③金属部分回りにほこりはないか

洗浄 ２／日

大便器（洋式） 汚れ、つまり
①衛生陶器内面及び封水部分に汚れの堆積はないか
②衛生陶器内面以外の部分にほこり・汚れはないか
③便座・便蓋に汚れはないか

洗浄 ２／日

衛生消耗品 補充
①トイレットペーパーは十分補充されているか
②手洗い石鹸は十分補充されているか
③タオルペーパーは十分補充されているか

補充 １／日

汚物容器 汚物、汚れ
①汚物は適切な時期に処理されているか
②容器は外部・内部とも汚れはないか

汚物収集 １／日

6 喫煙スペース灰皿 吸殻、汚れ
①内容物はあふれていないか
②容器に汚れはないか
③容器周辺の床の汚れはないか

吸殻収集 １／日

7 湯沸室 床（弾性床） 汚れ、水
①流し台下部に汚れはないか
②隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

除塵
全面(部分)水拭

表面洗浄

１／日
２／日
１／月

壁 汚れ、ほこり
①流し台周辺の壁面は目立たないか
②ごみ容器周辺の壁面の汚れは目立たないか
③壁面上部のほこりは目立たないか

部分拭き
除塵

２／月
１／月

流し台 汚れ、錆
①シンクの茶しぶ等の汚れはないか
②台にほこり・汚れはないか
③上部・下部棚のほこり・汚れは目立たないか

洗浄 １／日

厨芥容器 厨芥、汚れ
①内容物はあふれていないか
②容器に汚れはないか

厨芥収集 １／日

検査大区分 検査項目 検査内容 検査のチェックポイント
評価

備 考 関連作業項目
標準
周期



清掃様式３
【受注者用】

No.4

2 1 0

7 エレベータ 床（弾性床） 汚れ、ほこり
①入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか
②隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

真空掃除機
部分水拭
表面洗浄

１／日
１／日
１／月

壁・扉・操作盤
ほこり、手垢類
の汚れ

①手垢汚れはないか
②内側扉の周囲にほこりの付着はないか
③内側扉低所部分の汚れの付着は目立たないか

部分拭き
全面拭き

１／日

扉溝 汚れ、ほこり
①土砂等に堆積はないか
②溝の金属に汚れ・異物の固着はないか

除塵 １／週

フロアマット 汚れ
①土砂等による目詰まりはないか
②汚れの付着はないか
③マット下部の床に土砂が堆積していないか

除塵
洗浄

１／日
２／月

8 階段 床(弾性床) ほこり、汚れ
①ターン回りは他の部分と汚れに差はないか
②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか
③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

除塵
部分水拭
表面洗浄

１／日
１／日
１／月

壁
ほこり、手垢類
の汚れ

①踊り場の手垢汚れは目立たないか
②高所部分のほこり付着は目立たないか
③ささら幅木上部の壁面に汚れはないか

部分拭き
除塵

２／月
１／月

手すり ほこり、汚れ
①手すりに手垢はないか
②手すり下部部分のターン回りに汚れはないか
③手すり下部部分にほこりはないか

拭き １／日

9 ごみ収集 運搬
中継所又は各部屋
から集積所まで

①塵芥、吸殻、厨芥などを適切に区別しているか 運搬 １／日

中間処理 ごみ
①種類別にきちんと分別されているか
②安全に梱包されているか
③適当な分量に梱包されているか

分別
梱包

１／日
１／日

10 玄関廻り 床 汚れ、ごみ、土砂
①歩行動線は目立たないか
②ごみ・異物の付着は目立たないか
③隅々に土砂・汚れの堆積はないか

除塵
水拭き
洗浄

１／日
１／日
１／月

11 犬走り 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか 拾い掃き １／日

12 構内通路 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか 拾い掃き １／日

13 駐車場 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか 拾い掃き １／日

14 屋上広場 床 紙屑、吸殻
①ごみ・雑草は目立たないか
②排水口にごみ等による詰まりはないか
③排水溝のごみの堆積はないか

拾い掃き １／日

(評価基準) 評価２：検査のチェックポイントの全項目とも指摘事項は無く、その他についても指摘事項が無く全般的によい
評価１：検査のチェックポイント１項目に指摘事項はあるが、許容範囲にある
評価０：検査のチェックポイント及びその他の指摘事項も含め２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い

関連作業項目
標準
周期

検査大区分 検査項目 検査内容 検査のチェックポイント
評価

備 考



清掃様式３－１

【受注者用】

自主検査実施責任者

評価 チェック数 合計

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

評価基準 Ａ ： 総合評点が満点値の75％以上(ただし60％未満の場所が１ｶ所でもある場合はＢ)

Ｂ ： 総合評点が満点値の50％以上75％未満

Ｃ ： 総合評点が満点値の50％未満

廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ

１or０にチェックした箇所と理由
満点(項
目数×2)

評価点数
検査大区分 割合(％)

玄関ホール

便所・洗面所

喫煙スペース

事務室

階段

会議室

湯沸室

エレベータ

玄関廻り

ごみ収集

犬走り

※自主検査報告書に、下記評価基準
に基づき判定した結果を記入する

自 主 検 査 結 果 表

総合評点

屋上広場

駐車場

構内通路



清掃様式１０

【受注者用】

広島県水道広域連合企業団
様

会社名

代表者名 印

住所

電話

 　下記の通り、自主検査の結果報告を致します。

検 査 対 象 契約名

自主検査実施責任者 氏名 印

総 合 評 点 ％

判 定 Ａ Ｂ Ｃ

問題点

原因

改善案

施設管理担当者 印

検 査 日 時

自 主 検 査 報 告 書

戸坂取水場外庁舎その他清掃業務

令和　　年　　月　　日

　　　広島水道事務所長

令和　　　年　　　月　　　日(　　)　　天候

【　　　時　　　分～　　　時　　　分】



様式－１

月分清掃作業実施報告書 課長 係長 係員

令和 年 月 日

広島県水道広域連合企業団

　　　広島水道事務所長　様 受託者

住所

氏名 印

下記のとおり、清掃業務を実施したので報告します。

庁舎その他清掃業務　　実施場所： 戸坂取水場 温品浄水場

日常 定期清掃 確認者 日常 定期清掃 確認者

清掃 Ⅰ Ⅱ 印 清掃 Ⅰ Ⅱ 印

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

31

委託契約書に従い作業を実施した場合、作業実施欄に○印を記入すること。

上記のとおり実施したことを確認した。

令和 年 月 日 確認者氏名 印

日 日



令和 8 年度　カレンダー ( 2026 年度)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

4 月 1 2 3 4 8 月 1 12 月 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

30 31

5 月 1 2 9 月 1 2 3 4 5 1 月 1 2
3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

6 月 1 2 3 4 5 6 10 月 1 2 3 2 月 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 28

7 月 1 2 3 4 11 月 1 2 3 4 5 6 7 3 月 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 29 30 28 29 30 31

（８回）

（８回）

（９回）

（９回）

（８回）

（８回）

（９回）

（８回）

（８回）

（８回）

（８回）

（９回）

令和８年度　　計　8＋8＋9＋9＋8＋8＋9＋8＋8＋8＋8＋9＝ 100 回



令和 9 年度　カレンダー ( 2027 年度)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

4 月 1 2 3 8 月 1 2 3 4 5 6 7 12 月 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

5 月 1 9 月 1 2 3 4 1 月 1
2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31 30 31

6 月 1 2 3 4 5 10 月 1 2 2 月 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29

31

7 月 1 2 3 11 月 1 2 3 4 5 6 3 月 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 28 29 30 26 27 28 29 30 31

（９回）

（７回）

（９回）

（９回）

（９回）

（８回）

（９回）

（９回）

（８回）

（８回）

（９回）

（９回）

令和９年度　　計　9＋7＋9＋9＋9＋8＋9＋9＋8＋8＋9＋9＝ 103 回



令和 10 年度　カレンダー ( 2028 年度)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

4 月 1 8 月 1 2 3 4 5 12 月 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

5 月 1 2 3 4 5 6 9 月 1 2 1 月 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

6 月 1 2 3 10 月 1 2 3 4 5 6 7 2 月 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 29 30 31 25 26 27 28

7 月 1 11 月 1 2 3 4 3 月 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31

（８回）

（８回）

（９回）

（８回）

（９回）

（９回）

（９回）

（９回）

（９回）

（８回）

（８回）

（９回）

令和10年度　　計　8＋8＋9＋8＋9＋9＋9＋9＋9＋8＋8＋9＝ 103 回



（内訳）

名　称 摘　要 数　量 金　額 備　考

保全業務費

業務原価 1式

一般管理費 1式

計

業務価格 ≒ 千円未満切捨て

消費税等相当額 1式 10%

合計



（費用別内訳）

名　称 摘　要 数　量 金　額 備　考

業務原価 （戸坂取水場）

直接業務費 1式

業務管理費 1式

計

業務原価 （温品浄水場）

直接業務費 1式

業務管理費 1式

計



（費目別内訳）

名　称 摘　要 単位 数　量 単　価 金　額 備　考

直接業務費 （戸坂取水場）

直接人件費 式 1

小計

直接物品費 式 1

直接物品費 積上げ 式 1

計

直接業務費 （温品浄水場）

直接人件費 式 1

小計

直接物品費 式 1

直接物品費 積上げ 式 1

計



直接人件費 区分 清掃員Ａ 清掃員Ｂ 清掃員Ｃ

区分 技術者区分 労務数量 単価 金額 備考 清掃 55.285

清掃 清掃員Ａ 2.5 43.721

清掃員Ｂ 131.1 16.812

清掃員Ｃ 9.3 2.589 5.175 5.633

3.690 3.690

3.450

2.974

0

直接物品費（積上げ）

金額 備考 2.589 131.107 9.323

計 0

区分 合計

建物外部の定期清掃

建物外部の日常清掃

計

日常巡回清掃

床の定期清掃

床以外の定期清掃

ごみ運搬処理

床以外の日常清掃

　費目集計書（清掃）（戸坂取水場）　 　　拾い書（総括・清掃）（戸坂取水場）　　　　

項目

床の日常清掃



直接人件費 区分 清掃員Ａ 清掃員Ｂ 清掃員Ｃ

区分 技術者区分 労務数量 単価 金額 備考 清掃 40.214

清掃 清掃員Ａ 1.7 17,700 30,090 37.564

清掃員Ｂ 100.3 14,100 1,414,230 8.534

清掃員Ｃ 8.5 12,900 109,650 1.786 3.562 3.882

0 見積による（経費除く） 4.635 4.635

別途積算項目計算書

別途積算項目計算書 3.450

2.405

直接物品費（積上げ）

金額 備考 1.786 100.364 8.517

計

　費目集計書（清掃）（温品浄水場）　 　　拾い書（総括・清掃）（温品浄水場）　　　　

項目

床の日常清掃

床以外の日常清掃

日常巡回清掃

床の定期清掃

見積による金額（拾い書集計） 床以外の定期清掃

高架水槽清掃 ごみ運搬処理

水質検査 建物外部の定期清掃

建物外部の日常清掃

計

区分 合計



戸坂取水場平面図（S=1/500m）
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戸坂取水場平面図　参考図（戸坂-1）

業務対象建物

場内通路清掃ヶ所

戸坂取水場　業務対象場所

庁舎その他清掃業務
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管理棟　2階

管理棟　1階

戸坂取水場管理棟　参考図（戸坂-2）

庁舎清掃その他清掃業務
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（定期Ⅰ） （定期Ⅱ）



数量算出表（窓硝子）

数量算出表（扉） 数量算出表（照明器具）

管理棟　北側

窓　硝　子 建具（扉）業務対象ヵ所 照明器具 戸坂取水場管理棟立面　参考図（戸坂-3）

管理棟　南側

庁舎清掃その他清掃業務

建②

7.78 85.470.90 0.90 0.90 12.07 7.86 8.19 11.78 0.99 13.01 8.4212.67

窓①窓②窓③
窓④窓⑥窓⑦ 窓⑤建①

窓⑧
窓⑨窓⑩窓⑪窓⑫建③

番号 窓① 窓② 窓③ 窓④ 窓⑤ 窓⑥ 窓⑦ 窓⑧ 窓⑨ 窓⑩ 窓⑪ 窓⑫

面積

建① 建② 建③番号

面積 2.403.195.08 10.67

計

個数 2

場所

2 4

南側 北側

計（ｍ2）

計（ｍ2）

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

7,0007,0007,0005,0007,000

3

12

（定期Ⅱ）

51.37



管理棟　西側

管理棟　東側

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

9,7507,520

計

個数

場所 場所

面積 1

東側西側 東側

2.69 0.35 3.04

西側

2 3

数量算出表（窓硝子）

窓　硝　子業務対象ヵ所

計（ｍ2）

数量算出表（照明器具）

照明器具
戸坂取水場管理棟立面　参考図（戸坂-4）

庁舎その他清掃業務

4

12

（定期Ⅱ）



平面図

西側　立面図 東側　立面図

南側　立面図

北側　立面図

戸坂取水場8号ポンプ室　参考図（戸坂-5）
庁舎その他清掃業務

窓　硝　子

扉

業務対象ヵ所

壁　灯

4.383.50 7.88

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

8,000 5,000

3
,
9
0
0

1
,
0
0
0

面積

数量算出表（扉）

南側 西側場所 計

個数

南側場所

1 1 2

数量算出表（照明器具）

計（ｍ2） 西側

5

12
（定期Ⅱ）

4.38



南側

戸坂取水場　次亜塩注入機室

西側

北側
東側

窓　硝　子

扉

業務対象ヵ所

照明器具

戸坂取水場次亜塩注入機室　参考図（戸坂-6）

庁舎その他清掃業務

12,500 9,950

5
,
0
0
0

番号 窓① 窓② 窓③

面積

面積

数量算出表（窓硝子）

数量算出表（扉）

場所

窓①

窓②

窓③

扉①

扉②

場所

扉① 扉②

数量

北側 東側 計

211

3.80 3.67 3.67 11.14

2.26 13.00 15.26

計（ｍ2）

計（ｍ2）

数量算出表（照明器具）

6

12

（定期Ⅱ）



西側 東側北側
東側

西側
南側

第一流量計室 第二流量計室

南側北側

北側 西側

車庫

窓　硝　子
扉

業務対象ヵ所

戸坂取水場流量計室他　参考図（戸坂-7）
庁舎その他清掃業務

番号 窓① 窓② 窓③ 窓④

面積

面積

数量算出表（窓硝子）

数量算出表（扉）

場所

窓①

窓②

窓③ 窓④

1.07 1.07 1.07 1.07 4.28

第一

5.48

第二

1.69

車庫

1.60 8.77

計（ｍ2）

計（ｍ2）

7,050 7,800 5,100

3,600

2
,
8
5
0

3
,
8
2
5

3
,
4
9
2

5,500

7

12

（定期Ⅱ）



進
入
路

Ｎ

着水井

屋外倉庫

業務対象建物

場内通路清掃ヵ所

流出井

温品浄水場配置図

汚泥処理棟

１号沈殿池

２号沈殿池

３号沈殿池

４号沈殿池

５号沈殿池

６号沈殿池

油脂庫

沈殿池機械室
５,６号

沈殿池機械室
３,４号

沈殿池機械室
１,２号

受水槽

受水槽

管 理 棟

庁舎その他清掃業務

温品浄水場平面図　参考図（温品-1）
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温品職員公舎

芸
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線
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152

温品出張所
警察

中山小学校
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発電機室

便　所湯沸室

工　作　室

水質試験室

水質計器室

玄関
廊下

薬注機械室

打合せ室

事　務　室

継電器室 中央監視室

窓①

UP

管理棟１階平面図

業務対象器具 吸気口（空調機） 吸・排気口（換気扇） 窓　硝　子

庁舎その他清掃業務
温品浄水場管理棟１階　参考図（温品-2）
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面積：4.50ｍ2

窓①
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（定期Ⅰ） （定期Ⅱ） （定期Ⅱ）



休　養　室

電　気　室

DOWN

器材室Ｂ

器材室Ａ

温品浄水場管理棟２階　参考図（温品-3）

管理棟２階平面図　S=1/100

業務対象器具 吸気口（空調機） 吸・排気口（換気扇） 照明器具（壁灯）

照明器具

庁舎その他清掃業務

2
,
0
0
0

2000

給水ユニット平面図

H1500

容量 ６.０m3

数量算出表

受水槽

数量

数量

1槽

1組

給水ポンプユニット

汚泥処理棟横横

空調機

換気口換気口

換気口

換気口換気口

空調機

空調機 換気扇

換気扇換気口

換気口

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5,000 2,300 2,700

1,350

1
,
4
7
5

3
,
1
0
0

3,210

1
,
0
6
0

6
,
9
0
0

5,000

1,790

1,440
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▽ＧＬ

▽ＧＬ

▽ＧＬ

▽ＧＬ

5
,
4
8
0

4
,
1
5
0

3
,
8
8
0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,750 4,5005,0005,0005,000

管理棟　東側立面

管理棟　西側立面

管理棟　南側立面

管理棟　北側立面

窓　硝　子業務対象ヵ所 照明器具 建具（扉）

温品浄水場管理棟立面　参考図（温品-4）
庁舎その他清掃業務

窓① 窓②

建①
窓③

窓④

窓⑤

窓⑥

窓⑩ 窓⑩

窓⑨

窓⑧窓⑦窓⑥

窓⑭

窓⑪ 窓⑫ 窓⑬

窓⑮
窓⑯

窓⑰

建③建②

数量算出表（照明器具）

1.94

2.252.252.161.350.810.180.180.811.082.251.446.60

建②建①

面積

番号

窓⑥窓⑤窓④窓③窓②

面積

番号 窓①

数量算出表（扉）

窓⑩窓⑩窓⑨窓⑧窓⑦窓⑥ 窓⑪ 窓⑫ 窓⑬ 窓⑭ 窓⑮ 窓⑯ 窓⑰ 窓⑱ 窓⑲

1.16 6.00 6.74 5.30 1.38 2.55 3.90 4.72 4.40

計（ｍ2）

57.51

場所

422個数

建③ 建④ 建⑤ 計（ｍ2） 計北側

2.57 3.78 1.80 1.80 11.89

西側 東側 南側

1 9

数量算出表（窓硝子）

窓⑲
建⑤

窓⑱

建④

11

12
（定期Ⅱ）



東側立面図 北側立面図

南側立面図
西側立面図東側立面図

沈でん池機械室
倉庫

東側立面図 南側立面図

油脂庫

西側立面図

計（ｍ2）

窓①

窓③

建①

窓⑤ 窓⑥

面積

番号

面積

番号

建①

面積

番号

窓③窓②

面積

番号 窓①

1.50 3.00 1.50

1.50

計（ｍ2）室数

3

1室あたり計（ｍ2）

18.00

計（ｍ2）室数

31.50

1室あたり計（ｍ2）

4.50

6.00

建②

1.52

窓⑥窓⑤窓④

1.50 1.35 1.35

計（ｍ2）

4.20

1.52

窓④建②

油脂庫・倉庫数量算出表（窓硝子）

油脂庫・倉庫数量算出表（扉）

庁舎その他清掃業務

窓②

沈でん池機械室数量算出表（窓硝子）

沈でん池機械室数量算出表（扉）

温品浄水場沈でん池機械室等　参考図（温品-5）

窓　硝　子業務対象ヵ所 建具（扉）

4,599 4,700
3
,0
0
0

4,0004,000

2
,
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8
0

2,800 3,400

2
,
4
0
4
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